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皆様いかがお過ごしでしょうか？最近、朝も涼しくなり、少しず

つ秋の訪れを感じますね。 

まだまだ暑い日もあるとは思いますが、体調管理には気をつけて 

頑張っていきましょう♪ 
 

           知っていますか？ジョブコーチ！！ 
  皆さんジョブコーチというものをご存知ですか？ジョブコーチは、障害のある方への職場へ

の適応性を高めるための支援をマンツーマンで行い、同時に、事業主の方にも障害特性などを

考慮した指導方法などについて援助を行っていく職種です。今回は、就職をしたいが障害のた

め不安がある方などのためにジョブコーチについてご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支援内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

【目的】ジョブコーチの支援は永続的に実施するものではなく、ジョブコーチによる支援を通じて

適切な支援方法を職場の上司や同僚に伝えることにより、職場による支援体制の整備を促

進し、障害者の職場定着を図ることを目的としています。 

【対象】 

ジョブコーチによる職場での支援が必要な障害者（求職者又は在職者） 

【支援期間】 

標準的には2～4ヶ月ですが、1ヶ月～7ヶ月の範囲で個別に必要な時間を設定します。 

【ジョブコーチ】 

地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ（配置型ジョブコーチ）が支援を行います。 
 

【問合せ先】 

福岡障害者職業センター 

所在地：〒810-0042  

福岡市中央区赤坂1-6-19 

ワークプラザ赤坂５Ｆ 

ＴＥＬ：092-752-5081 

ＦＡＸ：092-752-5751 

 

① 福岡障害者職業センターの障害者職業カウンセラーによる支援計画の 

策定とジョブコーチの派遣 
 

②ジョブコーチが行う支援 

【障害者への支援】 
・仕事に適応する（作業能率を上げる、作業のミスを 

減らす）ための支援 

・人間関係や職場でのコミュニケーションを改善する 

ための支援 

【事業主への支援】 

  ・障害を適切に理解し配慮するための助言 
・仕事の内容や指導方法を改善するための助言・提案 

【家族への支援】 
・ジョブコーチの支援を受けている障害者の方の 

職業生活を支えるための助言 
 

③段階に応じた支援の実施 

集中支援期→職場適応上の課題を改善するための支援 

移行支援期→支援の主体を職場の担当者に徐々に移行 

④終了後のフォローアップ   
 

 



介介介護護護サササーーービビビススス事事事業業業者者者ののの名名名前前前をををかかかたたたっっったたた詐詐詐欺欺欺ににに注注注意意意！！！   

   
 

 

 

 

 

 

 

介護サービス事業者が未納分の保険料を利用者本人に請求を行うことはありません！ 
 

【介護サービス事業者の名前をかたった詐欺行為】 

事業所の事務員と名乗る40代前半の女性が利用者宅を訪問し、介護保険の更新に際して、未納

分保険料を利用者本人へ請求。また、利用者本人が保険証の提示を求められ、席をはずしたわず

かな隙にバックより現金を抜き取られた。 

 

【注意点】 

介護保険料を介護サービス事業者の職員が徴収することはありません。また、同様の被害が発生

した場合は、警察に届けるとともにお住まいの市町村区へ連絡も迅速に行ってください。 
 
 
                        

重度心身障がい者福祉手当 
 

【内容】重度の心身障がい者（児）の福祉増進の 

ために、福岡市が独自で実施している手 

当です。 

 

【対象者】次のいずれをも満たす方 

（１）身体障害者手帳の1級または療育手 

帳のA1・A2を所持する方。 

もしくは、判定期間において知的障 

がいの程度が重度と判定された方。 

 

（２）9月 1日現在で市内に居住し、かつ 

住民基本台帳（外国人登録原票）に 

記録されている方。 

あるいは本市の支援費支給決定、ま 

たは措置により身体障がい者施設等 

に入所している方。（以上の要件は、 

11月30日までに継続することが 

必要） 

 

【手当額】在宅者（入院中の方を含む）20000円 

     →当院入院の方は全て“在宅者”になります。 

施設入所者15000円 

いずれも年額 

【支給】毎年12月 

 

【問合せ先】 
福岡市保健福祉局高齢者部事業者指導課 
在宅サービス指導係 
電話 092-711-4257 
FAX 092-726-3328 

皆さんもう申請にいかれま

したか？ 

9 月 1日～10月 31日 

の期間が福岡市重度心身障

がい者福祉手当の受付期間

になっています。 

もし、まだ申請をされてない

方は住所地のある各区の福

祉・介護保険課で手続きをさ

れて下さい。 

最近、介護サービス事業者の名前をかたった詐欺事件が発生して

います。“介護サービス事業者”といえば利用者の方などは簡単に

騙されてしまいそうになるかもしれません！！ 

ん！？ちょっと変だなぁ。と思ったらケアマネージャーに相談し

てみてください。 

今後以下のようなことがあれば、気をつけてください！ 
 


